
2022年3月町田市議会 矢口まゆ

校則見直しについてのガイ
ドライン策定で、見直しの
後押しとサポートを！



通告内容

市内の中学校の入学説明会の資料を読むと、標準
服の着用について相談できる記述が全くなかった
り、肌着など下着にまで細かく色を指定していた
り、防寒のためのセーターなども学校指定の高額
なものを購入しなくては着用不可であり金銭的に
余裕のない家庭を苦しめるような学校の決まりな
どが散見され、まだまだ見直しが進んでいない学
校が多いように感じられる。

校則の見直しの際に配慮が必要な点や、見直しの
方法や頻度などについてまとめた校則の見直しに
ついてのガイドラインを策定すべきと考えるがど
うか。



都立学校での
見直し

■ 地毛を一律に染色
■ 登校しての謹慎（別室指導）で
はなく、自宅謹慎を行う指導

■ 下着の色の指定に関する指導
■ ツーブロックを禁止する指導
■ 「高校生らしい」など、表現が
曖昧で誤解を招く指導

実際の町田市の校則



服装、髪型、所持品などに関することに
ついては、入学説明会において保護者に
明確に伝えること、相談したいことがあ
ればいつでもご相談くださいなどの一文
を資料に入れることなど、配慮するよう
各校に伝えてあります。
〜
入学時のしおりなど、そういうような資
料につきましては、こちらのほうでも事
前に確認はいたします。そういう中で、
こちらのほうで各校に伝えたこと、それ
と違うような文言が書いてあることに関
しましては、当然こちらのほうでも指導
してまいります。

令和３年度9月定例会答弁より
相談できると記載があったのは１校のみ
（矢口調査）
むしろ、絶対に標準服を着なさいという圧
になる文言は多く見受けられた。



町田市の一部の学校では、高額な指定品を買えない家庭は、
夏にポロシャツで涼しく過ごすことも
冬にセーターを着用することもできない。

この学校の指定セーターは、一枚６，１６０円〜７,４８０円とのこと。



学校でさえも正
しく理解発信で
きていない校則。
マニュアルも何
も無しに、生徒
や保護者が見直
しについて話し
合いができます
か？

■一年に一度以上は、必ず見直す機会を設ける。→見直す機
会の約束

■標準服は強制ではないこと、着用しなくても不利益は被ら
ないこと

■見直しの際、単なる多数決ではなく、公立学校としての各
家庭への配慮や、人権を大切にした視点をもち話し合う。
例：保護者に費用負担を強いることになるもの/健康上の問題
を生じさせる恐れのあるもの/性の多様性を尊重しないもの/
生まれもった性質を否定したり許可が必要なもの

■不登校の児童生徒や保護者にも、必ず意見を聞くこと。

■教育目的を達成するために必要かつ合理的な範囲かどうか。

■校則や学校ルールについて疑問をもったりそれを声に出し
て話し合っていくことは、むしろ教育的意義があると、児童
生徒保護者、教員と共有する。→意見の出しやすい雰囲気作
り。
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